
令和6年度版（R6.3～R7.2）　土地改良事業等工事（委託）積算基準及び単価適用一覧表

※対象となる工事（委託）は、事業調整課ホームページの「最新設計単価を適用した設計金額等の取扱いについて」をご覧下さい。

　　システム歩掛期

　　システム単価期

歩掛 　　積算基準 農政部

　　労務単価 国交省・農水省

建設物価
積算資料

コスト情報
土木施工単価

北海道開発局

建設部
水産林務部

再計算の
対象外単価

個別に登録
（手入力）
（注４）

建設資材等
地方単価委員会

　　資材価格
　　調査

個別に登録
（手入力）

各（総合）振興局
（独自調査）

　　個別見積
個別に登録
（手入力）

各（総合）振興局

（注１）　システムとは、標準積算システムの積算書鏡（1/2）に記載の歩掛期適用番号及び単価期適用年月のこと。

（注２）　農政部においては、基本、１２月に積算基準の改定としていますが、途中で小規模な改定がある場合があります。

（注３）　新労務単価への変更協議請求ができる特例措置を適用とする場合があります。

（注４）

R６.１０月 R６.１２月 R７.１月 R７.２月

2.20
　～

　2.28

R６.３月

開札（入札）日

3.1
　～

　　3.18

3.19
　～

　　3.31

4.1
　～

　　4.18

4.19
　～

　　4.30

9.1
　～

　　9.19

9.20
　～

　　9.30

8.21
　～

　　8.31

R６.１１月

11.19
　～

　 11.30

12.1
　～

　 12.18

単価

R６.５月 R６.６月 R６.７月 R６.８月 R６.９月R６.４月

再計算の
対象外単価

個別に登録
（手入力）

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

5.1
　～

　　5.20

10.1
　～

　 10.21

10.22
　～

　 10.31

11.1
　～

　 11.18

5.21
　～

　　5.31

6.1
　～

　　6.18

6.19
　～

　　6.30

7.1
　～

　　7.21

7.22
　～

　　7.31

8.1
　～

　　8.20

12.19
　～

　 12.31

1.1
　～

　　1.21

1.22
　～

　　1.31

2.1
　～

　　2.19

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

　地方単価

再計算の
対象単価
（注４）

建設資材等
地方単価委員会

各（総合）振興局が示す適用月

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

　　他部策定

Ｒ５年度歩掛
（注２）

Ｒ６年度歩掛
（注２）

前年単価
（注３）

新労務（R６）単価適用

刊行物

農政部
※農政部事業調整課ホームページ「労務単価・設計資材単価の公表について」の「農政部策定単価」を参照

７月 ８月

再計算の
対象外単価

個別に登録
（手入力）

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

　　農政部策定単価
Ｒ６.２月 ３月 ４月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ７.１月 ２月５月 ６月

１２月 Ｒ７.１月 ２月

１２号 １３号 １４号９号 １０号 １１号

６月 ７月 ８月

６号 ７号 ８号

９月 １０月 １１月

2.1
　～

　　2.19

2.20
　～

　2.28

システム
　　（注１）

農政部

Ｒ５.14号 １５号 Ｒ６.４号 ５号

10.1
　～

　 10.21

10.22
　～

　 10.31

11.1
　～

　 11.18

11.19
　～

　 11.30

12.1
　～

　 12.18

12.19
　～

　 12.31

7.1
　～

　　7.21

7.22
　～

　　7.31

8.1
　～

　　8.20

8.21
　～

　　8.31

9.1
　～

　　9.19

9.20
　～

　　9.30

Ｒ６.２月 ３月 ４月 ５月

対象工事（委託）

開札（入札）日

R６.３月 R６.４月 R６.５月 R６.６月 R７.１月 R７.２月

3.1
　～

　　3.18

3.19
　～

　　3.31

4.1
　～

　　4.18

4.19
　～

　　4.30

5.1
　～

　　5.20

5.21
　～

　　5.31

6.1
　～

　　6.18

6.19
　～

　　6.30

R６.７月 R６.８月 R６.９月 R６.１０月 R６.１１月 R６.１２月

1.1
　～

　　1.21

1.22
　～

　　1.31

公表用



令和6年度版（R6.3～R7.2）　土地改良事業等工事（委託）積算基準及び単価適用一覧表

※対象外となる工事は、事業調整課ホームページの「最新設計単価を適用した設計金額等の取扱いについて」をご覧下さい。

　　システム歩掛期

　　システム単価期

歩掛 　　積算基準 農政部

　　労務単価 国交省・農水省

建設物価
積算資料

コスト情報
土木施工単価

北海道開発局

建設部
水産林務部

個別に登録
（手入力）

建設資材等
地方単価委員会

　　資材価格
　　調査

個別に登録
（手入力）

各（総合）振興局
（独自調査）

　　個別見積
個別に登録
（手入力）

各（総合）振興局

（注１）　システムとは、標準積算システムの積算書鏡（1/2）に記載の歩掛期適用番号及び単価期適用年月のこと。

（注２）　農政部においては、基本、１２月に積算基準の改定としていますが、途中で小規模な改定がある場合があります。

（注３）　新労務単価への変更協議請求ができる特例措置を適用とする場合があります。

（注４）　一部、標準積算システムに登録されている単価（アスファルト合材、生コンクリート、骨材等）。

　　農政部策定単価

刊行物

R６.８月 R６.９月 R６.１０月 R６.１１月 R６.１２月 R７.１月

12.19
　～

　 12.31

1.1
　～

　　1.21

1.22
　～

　　1.31

R６.３月 R６.４月 R６.５月 R６.６月 R６.７月

9.20
　～

　　9.30

10.1
　～

　 10.21

10.22
　～

　 10.31

11.1
　～

　 11.18

11.19
　～

　 11.30

12.1
　～

　 12.18

6.19
　～

　　6.30

7.1
　～

　　7.21

7.22
　～

　　7.31

8.1
　～

　　8.20

8.21
　～

　　8.31

9.1
　～

　　9.19

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

開札（入札）日

3.1
　～

　　3.18

3.19
　～

　　3.31

4.1
　～

　　4.18

4.19
　～

　　4.30

5.1
　～

　　5.20

5.21
　～

　　5.31

6.1
　～

　　6.18

R７.２月

2.1
　～

　　2.19

2.20
　～

　2.28

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

　地方単価

（注４）
建設資材等

地方単価委員会
各（総合）振興局が示す適用月

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

個別に登録
（手入力）

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

１０月 １１月 １２月R６.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

７号 ８号 ９号

Ｒ５年度歩掛
（注２）

Ｒ６年度
歩掛

（注２）

単価

前年単価
（注３）

新労務（R６）単価適用

農政部
※農政部事業調整課ホームページ「労務単価・設計資材単価の公表について」の「農政部策定単価」を参照

Ｒ5.12月

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

個別に登録
（手入力）

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

「共通単価表 」及び「見積単価等一覧表 」に記載の単価

　　他部策定

７月 ８月 ９月

Ｒ６.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

Ｒ６.４号 ５号 ６号

2.1
　～

　　2.19

2.20
　～

　2.28

システム
　　（注１）

農政部

Ｒ５.12号 １３号 １４号 １５号

10.1
　～

　 10.21

10.22
　～

　 10.31

11.1
　～

　 11.18

11.19
　～

　 11.30

12.1
　～

　 12.18

12.19
　～

　 12.31

7.1
　～

　　7.21

7.22
　～

　　7.31

8.1
　～

　　8.20

8.21
　～

　　8.31

9.1
　～

　　9.19

9.20
　～

　　9.30

１０号 １１号 １２号

Ｒ５.12月

対象外工事

開札（入札）日

R６.３月 R６.４月 R６.５月 R６.６月 R７.１月 R７.２月

3.1
　～

　　3.18

3.19
　～

　　3.31

4.1
　～

　　4.18

4.19
　～

　　4.30

5.1
　～

　　5.20

5.21
　～

　　5.31

6.1
　～

　　6.18

6.19
　～

　　6.30

R６.７月 R６.８月 R６.９月 R６.１０月 R６.１１月 R６.１２月

1.1
　～

　　1.21

1.22
　～

　　1.31

公表用


